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第 3回 解題 

 漁業権とは日本独特の制度で、マオリなどの自然物や土地の共有の概念と近

いものです。しかし、諸外国は漁船毎に許可を出すのが一般的です。集団的漁

業者の集まりに漁業権という形で漁業を免許（漁業権の場合は許可ではなく、

免許という）をあたえましたが、どうして日本の沿岸漁業は経営的な自立が出

来ず、資源が減少し、漁業者が減少・高齢化し、衰退したのでしょうか。これ

は漁業権制度の問題なのでしょうか。または漁業権に科学的な根拠に基づく管

理が可能なのでしょうか。 

 


